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［図２－５］ 

 

 
 

③上河原崎・中西地区（［図２－６］） 
(i)事業の目的 
 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措

置法」（平成元年法律第 61 号）いわゆる「宅鉄法」が平成元年に制定され、

当地区を含むつくば市はその特定地域として位置づけられている。同法に
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基づく特定土地区画整理事業の実施により、土地基盤の整備と地域の特性

を活かした良好な住宅・宅地の供給を行うことを目的とする。 
 (ii)事業の概要についてまとめると［表２－４］のようになる。 
 

［表２－４］ 

 
 


